
香芝市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年３月２８日

香芝市長 福 岡 憲 宏

香芝市条例第１６号

香芝市介護保険条例の一部を改正する条例

香芝市介護保険条例（平成１２年条例第８号）の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に改め、同項各号を次のように改める。

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）

第３８条第１項第１号に掲げる者 ３２,７６０円

(2) 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４９,３２０円

(3) 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ４９,６８０円

(4) 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ６４,８００円

(5) 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ７２,０００円

(6) 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ８６,４００円

(7) 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ９３,６００円

(8) 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １０８,０００円

(9) 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １２２,４００円

(10)令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １３６,８００円

(11)令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １５１,２００円

(12)令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １６５,６００円

(13)令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １７２,８００円

第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和

８年度まで」に、「１７,６４０円」を「２０,５２０円」に改め、同条第３項

中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、

「２９,４００円」を「３４,９２０円」に改め、同条第４項中「令和３年度か

ら令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「４１,１６０円

」を「４９,３２０円」に改める。

第６条第３項中「令第３９条第１項第１号イ」を「令第３８条第１項第１号

イ」に、「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ又は第１

２号ロ」に、「第９号まで」を「第１２号まで」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（経過措置）



２ 改正後の第４条及び第６条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し、令和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。


